
板橋区土壌汚染調査・処理要綱 
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改正 平成２５年３月２９日区長決定 
改正 平成２９年３月３１日区長決定 
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（目的） 
第１条 この要綱は、板橋区内の土地の改変における土壌汚染の調査及び処理に
ついて必要な措置を定めること等により、区民の健康的な生活環境を確保する
ことを目的とする。 
（土壌汚染のおそれの調査） 
第２条 板橋区大規模建築物等指導要綱（平成１１年３月２６日区長決定）第２
条に規定する事業（以下「事業」という。）を行う者（以下「事業者」という。）
は、事業に関する土地（以下「要綱対象地」という。）において、土地の掘削そ
の他の土地の改変（以下「土地の改変」という。）を行うときは、要綱対象地に
おける過去及び現在における特定有害物質（土壌汚染対策法（平成１４年法律第
５３号。以下「法」という。）第２条第１項で定める特定有害物質をいう。第１
０条を除き以下同じ。）の取り扱い状況、特定有害物質を含む廃棄物の埋め立て
の可能性その他の要綱対象地における特定有害物質による土壌汚染のおそれの
有無を調査し、その結果を土地利用の履歴等調査報告書（別記第１号様式）によ
り、板橋区長（以下「区長」という。）に報告するものとする。 
（土壌汚染の状況の調査及び汚染の除去等の措置） 
第３条 区長は、前条の規定による調査の結果、要綱対象地の土壌が特定有害物
質により汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、事業者に対し、要
綱対象地の土壌を汚染した、又は汚染のおそれのある特定有害物質について、土
壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「省令」という。）
第３条の２から第９条まで、第１１条から第１３条まで及び第１４条に規定す
る方法により、要綱対象地の土壌汚染の状況の調査を行うよう求めることがで
きるものとする。この場合において、省令第３条の２中「調査実施者」とあるの
は「土壌汚染の状況の調査を行う者（以下「調査実施者」という。）」と、「第１
項の規定により把握した情報」とあるのは「この要綱第２条の規定により把握し
た情報」と、読み替えるものとする。 
２ 事業者は、前項の規定による調査の結果、要綱対象地の土壌の特定有害物質
の濃度が、省令第３１条に定める基準に適合しないと認めるときは、省令第３６



条第３項に定める汚染の除去等の措置（省令別表第６の１の項の措置を除く。）
を、省令第４０条第１項に規定する方法により講じるものとする。この場合にお
いて、省令第３１条中「法第６条第１項第１号の環境省令で定める基準」とある
のは「この要綱第３条第２項で定める基準」と、省令第３６条第３項中「法第７
条第１項第１号の環境省令で定める汚染の除去等の措置」とあるのは「この要綱
第３条第２項で定める汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。 
３ 事業者は、前項の措置を講じるに当たり、省令別表第８の第２の項の第２欄
リ及びヌ、第３の項の第２欄リ及びヌ、第５の項の第２欄第１号ホ及び第２号ニ、
第６の項の第２欄リ及びヌ並びに第７の項の第２欄第１号ヘ及び第２号ヘに規
定する地下水の調査並びに第４の項の第２欄第１号ニ及び第２号ホの報告を実
施するよう努めるものとする。この場合において、省令別表第８中「都道府県知
事」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。 
４ 事業者は、土壌汚染状況調査（第１項に規定する調査並びに省令別表第８の
第２の項の第２欄イ、第３の項の第２欄イ、第５の項の第２欄第１号イ及び第２
号イ、第６の項の第２欄イ、第７の項の第２欄第１号イ及び第２号イ並びに第１
０の項の第２欄第２号イの措置をいう。以下同じ。）を行うときは、事前に区長
と調査の方法等について協議するものとし、区長が必要と認めるときは、土壌汚
染状況調査計画書（別記第２号様式）により、区長に届け出るものとする。 
５ 事業者は、前項に規定する調査の結果を、土壌汚染状況調査報告書（別記第
３号様式）により、区長に報告するものとする。 
６ 事業者は、第２項に規定する措置（土壌汚染状況調査に含まれる措置の範囲
を除く。）を行うときは、事前に区長と措置の方法等について協議するものとし、
土壌汚染処理計画書（別記第４号様式）により、区長に届け出るものとする。 
７ 事業者は、第２項に規定する措置が完了したときは、土壌汚染処理完了報告
書（別記第５号様式）により、区長に報告するものとする。 
８ 事業者は、第４項に規定する調査を行うときは、法第３条第１項に規定する
環境大臣又は東京都知事が指定する者に調査を行わせるものとする。 
９ 事業者は、第４項に規定する調査のうち、土壌その他の試料中の特定有害物
質の濃度に係る調査及びその結果の証明は、計量法（平成４年法律第５１号）第
１０７条の登録を受けた者に行わせるものとする。 
（すでに実施された汚染調査及び措置の利用） 
第４条 要綱対象地において、土壌汚染の調査及び汚染の除去等の措置（以下「汚
染調査及び措置」という。）がすでに実施されているときは、この要綱の当該各
条に適合する範囲において、当該すでに実施された汚染調査及び措置をもって、
この要綱が求める汚染調査及び措置に代えることができるものとする。この場
合において、第２条並びに第３条第５項及び第７項に規定する報告は、当該すで



に実施された汚染調査及び措置の内容をもって行うものとする。 
（他の法令に基づく汚染調査及び措置の利用） 
第５条 要綱対象地が、他の法令（法、都民の健康と安全を確保する環境に関す
る条例（平成１２年東京都条例第２１５号。以下「都条例」という。）、並びにそ
の他の汚染調査及び措置に関する法令をいう。以下同じ。）の対象であるときは、
この要綱の当該各条に適合する範囲において、当該他の法令に基づき行われた
汚染調査及び措置をもって、この要綱が求める汚染調査及び措置に代えること
ができるものとする。この場合において、第２条並びに第３条第４項から第７項
までに規定する報告及び届出は、当該他の法令に基づく汚染調査及び措置の内
容をもって行うものとする。 
（記録の保管及び承継） 
第６条 事業者は、この要綱に基づき実施した汚染調査及び措置についての記録
を作成し、保管するものとする。 
２ 事業者は、要綱対象地（その一部を含む。）を譲渡するときは、前項の記録を、
譲受人に引き継ぐものとする。 
（汚染調査及び措置の内容の公開） 
第７条 事業者は、この要綱に基づき実施した汚染調査及び措置の内容を、要綱
対象地居住者又はその予定者、近隣住民その他の関係人に対して、積極的に公開
するよう努めるものとする。 
（報告の徴収、立入検査等） 
第８条 事業者は、この要綱の目的達成に必要な限度において、区長が職員に行
わせる関係人からの必要な報告の徴収、要綱対象地への立ち入り、土壌、設備、
帳簿書類その他の必要な物件の検査、土壌若しくは地下水の採取又は関係人に
対する指導に対して協力するよう努めるものとする。 
（要綱対象地以外の土地への準用） 
第９条 要綱対象地以外の土地（他の法令の対象となる土地を除く。）において、
土地の改変を実施する者は、この要綱に規定する汚染調査及び措置を実施する
よう努めるものとする。 
（特定有害物質の取扱状況の報告） 
第１０条 区長は、都条例第２条第７号に定める工場又は同条第８号に定める指
定作業場を設置している者に対し、特定有害物質（都民の健康と安全を確保する
環境に関する条例施行規則（平成１３年東京都規則第３４号）別表第１２に掲げ
る特定有害物質をいう。）の過去及び現在の取扱状況（使用材料からの発生、含
有を含む。）を、特定有害物質取扱状況報告書（別記第６号様式）により、報告
を求めることができるものとする。 
（都条例第１１６条第１項、第１１６条第９項、又は第１１６条の２第１項に規



定する調査における事前協議） 
第１１条 都条例第１１６条第１項、第１１６条第９項、又は第１１６条の２第
１項に規定する調査を行う者は、事前に区長と調査の方法等について協議する
ものとし、区長が必要と認めるときは、その旨を都条例第１１６条第１項、第１
１６条第９項、第１１６条の２第１項に係る土壌汚染状況調査計画書（別記第７
号様式）により、区長に届け出るものとする。 
（報告書等の提出部数） 
第１２条 この要綱に規定する報告及び届出は、正本に副本１部を添えて行うも
のとする。 
附則 
この要綱は、平成１５年２月１５日から施行する。 
附則 
この要綱は、平成２５年３月２９日から施行する。 
附則 
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第
１項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令
第３１条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改
正する省令（平成２８年環境省令第３号。以下「改正省令」という。）による改
正後の省令第３１条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令
第３１条に定める基準によるものとする。 
付則 
１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第
１項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令
第３１条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改
正する省令（平成３１年環境省令第３号。以下「改正省令」という。）による改
正後の省令第３１条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令
第３１条に定める基準によるものとする。 
３ この要綱の施行の際に現に残存する旧様式の用紙については、当分の間、こ
れを取り繕って使用できるものとする。 
附則 
１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に改正前の板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第
１項の規定により土壌の汚染状況の調査に着手している要綱対象地に係る省令
第３１条に定める基準の適用については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改



正する省令（平成３１年環境省令第３号。以下「改正省令」という。）による改
正後の省令第３１条に定める基準にかかわらず、改正省令による改正前の省令
第３１条に定める基準によるものとする。 
３ この要綱の施行の際に現に残存する旧様式の用紙については、当分の間、こ
れを取り繕って使用できるものとする。 



別記 
第１号様式(第２条関係） 

土地利用の履歴等調査報告書 

年   月   日

（宛先） 板 橋 区 長  

住所 
氏名 
電話番号

 
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第２条の規定に基づき、土地利用の履歴等の調査を実施しましたので、次

のとおり報告します。 
 

土地の改変に係る

事業の名称  

土地の 
改変の場所  

対 
 

 

象 
 

 

地 
 

 

の 
 

 
概 

 
 

要 

敷地面積  

用途地域  

現在の土地 
利用の状況 
及び土地の 
改変の区域 

 

周辺の土地の

利用状況  

土地の改変の

種類  

土地の所有者

（土地の所有 
者が申請者と 
異なる場合） 

住所 
法人名

氏名 

 

 

 

調査結果 
 

連絡先 

所属

氏名      

電話番号   

ファクシミリ番号 
電子メールアドレス

                    

                    

                    

                    

                    

※受付欄  

備考 ※印の欄には記入しないこと。

 



第２号様式(第３条関係） 

土 壌 汚 染 状 況 調 査 計 画 書 

年   月   日

（宛先） 板 橋 区 長  

住所 
氏名 
電話番号

 

 
                          
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第４項に基づき、土壌汚染の状況調査の計画を作成しましたので、

次のとおり届け出ます。 

工場若しくは指定

作業場の名称 
又は土地の改変 
に係る事業の名称 

 

工場若しくは指定

作業場の所在地 
又は土地の 
改変の場所 

（住居表示）東京都板橋区 
 

（地番表示）東京都板橋区 

特定有害物質の 
使用状況 △別紙（                                 ）のとおり

特定有害物質の 
排出状況 △別紙（                                 ）のとおり

調査物質・地点 
調査物質 △別紙（                                 ）のとおり

調査地点 △別紙（                                 ）のとおり

調査方法・期間 
調査方法 △別紙（                                 ）のとおり

調査期間 △別紙（                                 ）のとおり

地下水等の状況及び

今後の土地利用計画
△別紙（                                 ）のとおり

連絡先 

所属

氏名 
電話番号 
ファクシミリ番号 
電子メールアドレス

 

 

 

 

 

※受付欄  

備考 １ ※印の欄には記入しないこと。

２ △印の欄には、計画書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。 
 



第３号様式(第３条関係） 

土 壌 汚 染 状 況 調 査 報 告 書 

年   月   日

（宛先） 板 橋 区 長  

住所 
氏名 
電話番号

 

 
                          
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第５項の規定に基づき、土壌汚染の状況調査を実施しましたので、

次のとおり報告します。 

工場若しくは指定

作業場の名称 
又は土地の改変 
に係る事業の名称 

 

工場若しくは指定

作業場の所在地 
又は土地の 
改変の場所 

（住居表示）東京都板橋区 
 

（地番表示）東京都板橋区 

特定有害物質の 
使用状況 △別紙（                                 ）のとおり

特定有害物質の 
排出状況 △別紙（                                 ）のとおり

汚染状況の概要 
調査方法 △別紙（                                 ）のとおり

調査結果 △別紙（                                 ）のとおり

汚染状況の詳細 
調査方法 △別紙（                                 ）のとおり

調査結果 △別紙（                                 ）のとおり

地下水等の状況及び

今後の土地利用計画
△別紙（                                 ）のとおり

連絡先 

所属

氏名 
電話番号 
ファクシミリ番号 
電子メールアドレス

 

 

 

 

 

※受付欄  

備考 １ ※印の欄には記入しないこと。

２ △印の欄には、報告書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。 
 



第４号様式(第３条関係） 

土 壌 汚 染 処 理 計 画 書 

年   月   日

（宛先） 板 橋 区 長  

住所 
氏名 
電話番号

 

 
                          
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第６項の規定に基づき、土壌汚染の除去等の措置の計画を作成しま

したので、次のとおり届け出ます。 
 

工場若しくは指定

作業場の名称 
又は土地の改変に

係る事業の名称 
 

工場若しくは指定

作業場の所在地 
又は土地の 
改変の場所 

（住居表示）東京都板橋区 
 

（地番表示）東京都板橋区 

汚染の状況 △別紙（                                 ）のとおり 

汚染処理の区域 △別紙（                                 ）のとおり 

汚染処理の方法 △別紙（                                 ）のとおり 

汚染処理 
の開始及び 
終了の時期 

自            年        月        日から 
 

至            年        月        日まで 

汚染処理 
期間中 
の環境保全対策 

△別紙（                                 ）のとおり 

連絡先 

所属

氏名 
電話番号 
ファクシミリ番号 
電子メールアドレス

 

 

 

 

 

※受付欄  

備考 １ ※印の欄には記入しないこと。

２ △印の欄には、計画書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。 
 



第５号様式(第３条関係） 

土 壌 汚 染 処 理 完 了 報 告 書  

年   月   日

（宛先） 板 橋 区 長  

住所 
氏名 
電話番号

 

 
                          
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第３条第７項の規定に基づき、土壌汚染の除去等の措置を完了しましたの

で、次のとおり報告します。 
 

 

工場若しくは指定

作業場の名称 
又は土地の改変 
に係る事業の名称

 

工場若しくは指定

作業場の所在地 
又は土地の 
改変の場所 

（住居表示）東京都板橋区 
 

（地番表示）東京都板橋区 

汚染処理 
の開始及び 
終了の時期 

自            年        月        日から 
 

至            年        月        日まで 

汚染処理の内容 別紙のとおり 

連絡先 

所属

氏名 
電話番号 
ファクシミリ番号 
電子メールアドレス

 

 

 

 

 

※受付欄  

備考 ※印の欄には記入しないこと。

 



第６号様式(第１０条関係） 

特 定有害物 質 取 扱 状 況 報 告 書 

年   月   日  

（宛先） 板 橋 区 長  

住 所

氏 名

電話番号

 

 

                         
 

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

板橋区土壌汚染調査・処理要綱第１０条の規定に基づき、特定有害物質（都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例施行規則（平成１３年東京都規則第３４号）別表第１２に規定する汚染土壌処理基準で定める

ものをいう。）の取扱状況について、次のとおり報告します。 

工 場 若 し く は 指 定

作 業 場 の 名 称
 

工 場 若 し く は 指 定

作 業 場 の 所 在 地

（住居表示）東京都板橋区 

（地番表示）東京都板橋区 

過
去
及
び
現
在
の
取
扱
状
況
（
使
用
材
料
か
ら
の
発
生
、
含
有
を
含
む
） 

特 定 有 害 物 質 取扱状況 特 定 有 害 物 質 取扱状況 

カドミウム及びその化合物 有・可能性有・無 １，１－ジクロロエチレン 有・可能性有・無

シアン化合物 有・可能性有・無 １，２－ジクロロエチレン 有・可能性有・無

有機燐化合物 有・可能性有・無 １，１，１－トリクロロエタン 有・可能性有・無

鉛及びその化合物 有・可能性有・無 １，１，２－トリクロロエタン 有・可能性有・無

六価クロム化合物 有・可能性有・無 １，３－ジクロロプロペン 有・可能性有・無

砒素及びその化合物 有・可能性有・無 チウラム 有・可能性有・無

水銀及びその化合物 有・可能性有・無 シマジン 有・可能性有・無

ポリ塩化ビフェニル 有・可能性有・無 チオベンカルブ 有・可能性有・無

トリクロロエチレン 有・可能性有・無 ベンゼン 有・可能性有・無

テトラクロロエチレン 有・可能性有・無 セレン及びその化合物 有・可能性有・無

ジクロロメタン 有・可能性有・無 ほう素及びその化合物 有・可能性有・無

四塩化炭素 有・可能性有・無 ふっ素及びその化合物 有・可能性有・無

１，２－ジクロロエタン 有・可能性有・無 塩化ビニルモノマー（クロロエチレン） 有・可能性有・無

その他取扱状況等  

※ 受 付 欄  

備考 １ ※印の欄には記入しないこと。 

２ 有機燐化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

 



 

第７号様式(第１１条関係） 
土壌汚染状況調査計画書 

年  月  日
（宛先）板 橋 区 長 

住  所  
氏  名                    
電話番号                   
（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号） 
第 １ １ ６ 条 第 １ 項 
第 １ １ ６ 条 第 ９ 項

第 １１６条 の２第 １項 

に係る土壌汚染の状況調査の計画について、板橋区土壌汚染調査・処理要綱第１１条の規定に基づき作成しま

したので、次のとおり届け出ます。 
 
 工場若しくは指定作業場の名称 
又は土地の改変に係る事業の名称 

 
 

工場若しくは指定作業場の所在地 
又は土地の改変の場所 

（住居表示） 
（地番表示） 

廃止の予定日又は 
敷地内の土壌の掘削を行う予定日 

     年   月   日 

特定有害物質の使用、排出等の状況 別紙のとおり 

特定有害物質による 
土壌等の汚染状況 

土 

壌 
試料採取地点及び 
調査期間 

△別紙（   ）のとおり 

調査物質及び 
調査の方法 

△別紙（   ）のとおり 

調査を受託した者の 
氏名又は名称 

 

地 

下 

水 

試料採取地点及び 
調査期間 

△別紙（   ）のとおり 

調査物質及び 
調査の方法 

△別紙（   ）のとおり 

調査を受託した者の 
氏名又は名称 

 

地下水等の状況 △別紙（   ）のとおり 

今後の土地の利用計画 △別紙（   ）のとおり 

※受付欄 

連絡先 

 所  属 
 氏  名 
 電話番号 
 （ファクシミリ番号                        ） 
 （電子メールアドレス                       ） 

 備考 １ ※印の欄には記入しないこと。 
    ２ △印の欄には、報告書に添付する各別紙に一連番号をつけた上、該当する別紙の番号を記入すること。 
    ３ この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。 



 

別紙 
 

特定有害物質の使用、排出等の状況 
 

業種及び主要製品  

特定有害物質の 
種類、使用目的、 
使用形態等 

 

特定有害物質の 
使用状況 

 

使用期間                        ～ 

特定有害物質の 
排出状況 

 

特定有害物質の 
使用場所等 

△別紙（     ）のとおり 

地下施設の有無 
及び概要 

 

地表の高さの変更及び 
地質に係る情報 

 

土壌汚染対策法又は 
条例に基づく 
調査及び措置の履歴 

 

既往調査及び 
措置に関する情報 

 

その他特記事項  

備考 １ 別紙が２枚以上となる場合は、それぞれに番号を付けること。 
   ２ △印の欄には、報告書に添付する各別紙に一連番号をつけた上、該当する別紙の番号を記入すること。 
   ３ この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。 
 


